
 

 
 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

２２９ １型糖尿病（インスリン抵抗性の記載がある場合を含む。）に対する

糖尿病治療剤（ＤＰＰ－４阻害薬、ＳＧＬＴ２阻害薬、ＳＵ薬、ＧＬＰ

－１作動薬）の算定について 

 

《令和６年７月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

１型糖尿病（インスリン抵抗性の記載がある場合を含む。）に対する次の糖

尿病治療剤の算定は、原則として認められない。 

⑴ ＤＰＰ－４阻害薬 

⑵ ＳＧＬＴ２阻害薬（１型糖尿病に適応のある薬剤を除く。） 

⑶ スルホニル尿素（ＳＵ）薬 

⑷ ＧＬＰ－１作動薬 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

１型糖尿病では、膵β細胞の破壊によるインスリン枯渇状態が基盤にある。

ＤＰＰ－４阻害薬、スルホニル尿素（ＳＵ剤）、ＧＬＰ－１作動薬は、いずれ

も機能不全に陥っている膵β細胞に対してインスリン分泌を促すものであり、

１型糖尿病では、その効果は期待できない。またＳＧＬＴ２阻害薬は、近位尿

細管でのブドウ糖の再吸収を抑制し、尿中排泄（濃度）を高める。結果として

易感染性の高い１型糖尿病では、尿路・生殖器感染症の合併頻度が高くなる。

また副作用としてケトアシドーシスの発生も知られている。 

以上のことから、１型糖尿病（インスリン抵抗性の記載がある場合を含む。）

に対する上記糖尿病治療剤の算定は、原則として認められないと判断した。 
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